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長岡市福祉保健部福祉課長

子どもの医療費助成について （お知らせ）

　

日頃から、 長岡市の医療費助成に御理解と御協力をいただき、 厚くお礼を申し上げます。

長岡市では令和４年４月１日から子どもの医療費助成の対象年齢を下記のとおり拡大しました

ので、 お知らせします。

急なお知らせとなり誠に恐縮ですが、 御配慮、 御協力をいただきますようお願いします。

記

変更内容

助成対象を高校３年生まで （満１８歳に到達後、 最初に到来する３月３１日まで） に拡大

令和４年３月まで 令和４年４月から

中学校卒業まで

（満 １５ 歳に到達した後、 最初に到来する

３月 ３１日まで）

高校卒業まで

（満１８歳に到達した後、最初に到来する

３月３１日まで）

２

　

適用時期

　

令和４年４月１日診療分から

３ その他

　　

・

　

一部負担金 （通院１回 ５３０円 （５回目以降無料）、 入院１日１，２００円、 訪問看護１日２５０

　　　

円、 薬局無料） の取り扱いについては変更ありません。

　　

ｏ

　

令和４年度の受給者証はピンク色となります。

問い合わせ先

〒９４０‐８５０１長岡市大手通１丁目４番地１０

長岡市役所福祉保健部福祉課 医療費助成係

電話：０２５８ ‐ ３ ９ ‐ ２３１９ （直通）


